
 
【参考２】 

 

 

国家公務員制度改革基本法(平成 20 年法律第 68 号)(抄) 

 

 第十条 政府は、職員が意欲と誇りを持って働くことを可能とするため、次に掲げる措

置を講ずるものとする 

  三 雇用と年金の接続の重要性に留意して、次に掲げる措置を講ずること。 

   イ 定年まで勤務できる環境を整備するとともに、再任用制度の活用の拡大を図る

ための措置を講ずること。 

 

 

公務員制度改革に係る「工程表」について 

(平成 21 年２月３日国家公務制度改革推進本部決定)(抄) 

 

 Ⅳ 多様で優秀な人材の確保と能力・実績に応じた人事の徹底 

 ５ 定年まで勤務できる環境の整備、定年延長等の検討－「天下り」の根絶に対応した 

人事制度の構築 

(１)  定年まで勤務できる環境の整備 

   早期退職慣行の是正に伴う職員の在職期間の長期化による人事の停滞を防ぎ、組 

  織の新陳代謝を確保するため、能力・実績主義に基づき適材適所の人事を進める一 

  方、総人件費の抑制を図りながら、高齢職員の能力を生かすための任用・給与制度 

の運用を可能とする必要がある。このため、専門スタッフ職制度の拡充を含む高齢

職員の任用・給与制度について全般的な検討を行い、平成 22 年までに所要の法制

上の措置を講ずることを目指す。人事院の勧告等が必要な事項については、平成

21 年中可能な限り早期に人事院に対し勧告等の要請を行うこととする。 

また、職員の価値観の多様化等に対応し、生涯にわたる自己実現の観点から、民間

における取組も踏まえつつ、自らの能力を活かした高齢職員等の自発的な退職を支

援するための退職準備プログラムの拡充に向けた見直しを行い、平成 22 年度から

実施する。 

(２)  略 

(３)  略 

 

なお、上記(１)から(３)までの検討に際しては、民間企業において、定年制度の廃止、 

定年延長又は継続雇用制度の導入が義務付けられていることを踏まえるとともに、

総人件費の抑制を念頭に置きつつ、総合的な対策を講じていく必要がある。このた

め、職員の在職期間の長期化、高齢職員の増加に対応して高齢職員の知識や経験、

技術を活かすにふさわしい職務のあり方や勤務形態を検討するとともに、組織のフ

ラット化やスタッフ職の増加への対応を含む組織のあり方や業務実施体制について



 
も併せて検討する必要がある。また、高齢職員の給与水準及び給与体系のあり方、

退職給付のあり方、定員・定数管理のあり方等について抜本的に見直す。加えて、

優秀な人材を公務部内に確保する観点からも、給与カーブの更なるフラット化や、

民間における取組も踏まえた、職員のモラールや組織活力を維持向上するための方

策、職員のキャリアアップ・生涯設計に対する支援策などについても併せて検討し

ていく必要がある。また、(１)及び(３)の検討に際しては、役職定年制等の導入や、

行政組織の見直しや定員削減を円滑に実施するための希望退職等の新たな制度を設

ける必要性等についても検討する。このため、政府部内に関係府省からなる検討体

制を整備し、必要な措置について検討を進めることとする。 


